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（
経
済
産
業
委
員
会
）

中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
（
閣
法
第
一
六
号

（
衆
議
院
送
付
）
要
旨

）

本
法
律
案
は
、
中
小
企
業
経
営
革
新
支
援
法
、
新
事
業
創
出
促
進
法
及
び
中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る

臨
時
措
置
法
を
整
理
統
合
す
る
と
と
も
に
、
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
を
促
進
す
る
た
め
所
要
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と
す

る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
法
律
の
題
名
を
「
中
小
企
業
の
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

二
、
創
業
の
促
進

１

商
法
の
最
低
資
本
金
規
制
に
関
す
る
特
例
を
措
置
す
る
。

２

創
業
し
よ
う
と
す
る
個
人
や
創
業
間
も
な
い
事
業
者
に
対
し
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特
例
、
中
小
企
業
投
資
育
成

株
式
会
社
法
の
特
例
を
通
じ
て
資
金
調
達
を
支
援
す
る
。

三
、
新
た
な
連
携
の
促
進

異
分
野
の
事
業
者
と
新
た
に
連
携
し
て
新
事
業
分
野
の
開
拓
を
図
る
中
小
企
業
者
に
対
し
、
中
小
企
業
信
用
保
険
法
の
特

例
、
中
小
企
業
投
資
育
成
株
式
会
社
法
の
特
例
を
通
じ
て
資
金
調
達
を
支
援
す
る
。
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四
、
新
た
な
事
業
活
動
の
促
進
の
た
め
の
基
盤
整
備

、

、

、

。

１

国
等
は

新
技
術
を
利
用
し
た
事
業
活
動
を
支
援
す
る
た
め

中
小
企
業
者
に
対
し

研
究
開
発
補
助
金
を
交
付
す
る

２

都
道
府
県
等
は
、
地
域
の
産
業
資
源
を
活
用
し
た
新
事
業
の
支
援
体
制
を
整
備
す
る
。

五
、
附
則

１

こ
の
法
律
は
、
平
成
十
七
年
四
月
十
三
日
又
は
公
布
の
日
の
い
ず
れ
か
遅
い
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

中
小
企
業
の
創
造
的
事
業
活
動
の
促
進
に
関
す
る
臨
時
措
置
法
及
び
新
事
業
創
出
促
進
法
は
、
廃
止
す
る
。


